
（２）前項ただし書きにより公開時期を延期する場合には， 

所長の承認を要するものとする。 

（その他） 

13（１）その他，年報編集で必要な事項は，年報編集推進班

で協議する。 

（２）本投稿規定に定めのない事項については，所内会議で

協議の上，所長が定める。 

 

  附 則 

    この規定は平成２８年４月１日より施行する。 

  この規定は令和３年４月１日より施行する。 
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